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１．はじめに

　 ４大監査法人の検査で検証した限り、いずれの

法人についても、

法人としての品質管理：

　 監査の品質管理のための組織的な業務運営が
不十分

個々の監査業務の品質管理：

　 監査の基準への準拠に不十分なものあり

法人として監査の品質管理のための組織的な
業務運営の改善が必要



１‐２
検査：公益又は投資者保護のため、監査の品質
管理上の問題を指摘するもの

組織的な業務運営　　　監査意見の表明

　 が不十分　　　　　　　　 が不適切

検査手法・・・諸外国と同程度

検査結果・・・諸外国と共通

　・各国機関　米国　　PCAOB
　　　　　　　　 英国　　FRC（ＰＯＢＡ）

　　 カナダ　ＣＰＡＢ

　・国際的連携　監査人監督機関円卓会議

≠



２．監査法人の監査の品質管理を支える体制

業務運営全般

　・法令等遵守態勢に不十分な点

　・地方事務所の管理態勢に不十分な点

職業倫理及び独立性

　・手続の運用に不十分な点

研修等人事管理

　・管理態勢に不十分な点



３．監査契約の新規締結／更新

被監査会社 監査法人（チーム）

リスク評価 評価担当者

監査計画書作成

契約

低

高
反映

否

可



３‐２

リスク評価手続不十分

　・リスク評価申請

　・リスク評価基準

　・リスク評価結果への対応

　・リスク評価の重要性の認識



４．監査チームの編成
監査法人

監査チーム

監査責任者

監査補助者

監査補助者

監査補助者

業務執行社員

業務執行社員

業務執行社員

業務執行社員

選任
・主査クラスの監査補助者の選任
・監査補助者の選任
・専門的知識を有する者の参加の検討

選任
　選任手続（方法）
　選任基準



４‐２．監査チームのイメージ

監査責任者
（業務執行社員）

主査

補 補 補 補 補

補 補 補 補 補

Ａ社

監査 実施

主査

○○監査法人

Ｂ社



４‐３．監査チームによる組織的監査

チームの監査方針の明示

　・監査計画書の作成

　・監査手続書の作成

指揮・命令系統の明確化

　・補助者の指導監督の徹底

監督業務の責任分担の明確化



４‐４．監査チーム内の指揮監督体制のイメージ

総括調書

監査調書

監査計画書

監査手続書

作成

具体化

主査クラスの監査補助者

監査責任者

補 補 補 補 補 補 補

②報告

③査閲

③´指示

④報告

①作業指示

⑤査閲

⑥意見形成

⑤´指示



５．監査計画書・監査手続書の作成

監
査
計
画
書
の
作
成

①契約リスクの評価結果

②リスク・アプローチによる
固有リスク及び統制リスク
の評価

ＡＲ＝ＩＲ×ＣＲ×ＤＲ

③重要性の基準値

・実証手続

　手続の種類・実施範囲・

　実施方法・実施時期・実施者

監査手続書の作成

・統制評価手続

　手続の種類・実施範囲・

　実施方法・実施時期・実施者



６．監査業務の遂行

実証手続等

会計上の見積り等

その他の手続

監査意見の表明に係る手続



上級審査会

審査管理部門

品
質
管
理
シ
ス
テ
ム
全
体
の
監
視
（
点
検
）

③報告

②報告

①審査

④必要に応じて付託

監査責任者
Ａ社監査チーム

７．監査業務に係る審査のイメージ

審査担当者



７‐２

監査計画書
監査結果説明資料
財務諸表（案）
監査報告書（案）etc

監査調書

Ｂ社監査チーム

監査責任者
Ａ社監査チーム 説明

質問

資料提示

審査

就任

審査担当者

監査責任者



７‐３

監査業務に係る審査
　・基本的に「同僚相互審査方式」⇒種々の制約

　　　　　　　　　　　　　　　・・・　審査の深度に限界

　・審査担当者もしくは監査責任者による付託、そ
の他必要とされた事例のみ上級審査会の合議
審査となることの限界

　・審査担当者の審査への依存

　・審査担当者の負担への留意不十分

　・上級審査会の構成員の適格性の検討も不十分



８．監査調書

監査調書の作成整備・査閲・保存不十分

　・監査チームの組織的業務管理手段としての
重要性の認識が不十分

　・法人としての組織的品質管理体制における
審査資料としての重要性の認識が不十分

　・監査調書の記載不備により、実施されるべき
監査手続が実施されたかの検証不能（←品質
管理の基礎）



９．共同監査

品質管理 品質管理

合理的な基礎の形成

被監査会社

協定 ○○監査法人△△監査法人

分担して
監査を実施

分担して
監査を実施監査意見

共同監査



９‐２

共同監査に関する具体的な方針と手続の整備
が不十分

共同監査を担う両法人の監査責任者間の意思
疎通が不十分な事例

意見形成過程において、分担部分について、お
互いに相手方任せとなっている事例



１０．組織的監査（まとめ）

監査チーム内での補助者に対する指導監督が不十分

　・特に監査調書の上級者による査閲が不十分

法人としての監査チームの監査業務に係る審査が不
十分

　 法人としての品質管理システムの監視（点検）の運用

が不十分

組織的監査を設立目的とする監査法人として、統一的
業務運営が不十分

　・特に地方事務所を包括する体制が不十分



＜参考＞

中小監査事務所における監査の品質管理上の論点

（１）リスク・アプローチ

（２）残高確認

（３）新規受嘱及び継続

（４）審査

（５）共同監査（大手監査法人と

　　 中小監査事務所）

監査法人の規模別分布状況
(平成17年3月末：所属公認会計士数）

4大監査法人

6,662人

その他

1,747人

（148法人）


